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臨時休業期間中の生活について 

 
 日頃より本校の教育活動にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。 
 さて、足立区では、政府の緊急事態宣言下、昨今の新型コロナウィルス感染の急拡大を踏
まえ、児童・生徒安全確保のため 9月 1日から 9月 11日まで小中学校の臨時休業を決定し
ました。 
つきましては、臨時休業中、及び臨時休業後の教育活動の概略についてお伝えいたします。

合わせて、ご家庭における感染防止対策の徹底についてもご協力をお願い申し上げます。 
  
１ 臨時休業中の対応 
 ○臨時休校期間  令和3年9月1日（水）から9月30日（金）まで 
○ 9月6日（月）に二回目の学習課題等の受け渡しを行います。場所と時間は第1回目と

同じです。9月3日（金）までの学習課題や調査回答の提出、9月10日までの学習課題
の配布を行います。 

 ○ 期間中ご家庭への連絡は、学校メール配信システム、及び学校ホームページを通して
行います。 

２ ご家庭における感染症対策徹底のお願い 
 
各ご家庭において以下の対策を確実に行っていただくよう改めてお願いいたします。 
 
○ ３密の回避、正しい手洗い、咳エチケット（マスクの着用）を徹底する。 
○ 毎朝検温、健康観察を行う。ご本人やご家族に何らかの症状が見られた場合は、無理

をさせず休養させてください。  
○ 十分な換気に努める。 

○ 手が触れる場所などを消毒する。 
○ タオルなどを共用しない。 
〇 昼夜、屋内外を問わず、家族以外との会食を控える。 
○ 買い物などで外出する場合でも、人数や時間は最小限とする。 
○ 午後８時以降の不要不急の外出を控える。 
○ 地域やＰＴＡにおける歓迎会等を自粛する。 
○ 不要不急の都県境をまたぐ移動を自粛する。 
その他、学校だより９月号やホームページにも掲載しております。 

３ 学校再開後の教育活動について 

（１）時差登校を実施します。朝の健康観察を徹底します。区が対応解除を決定するまで
の期間、４時間授業給食終了後下校となります。時差をつけての下校を行います。 

保護者の判断により、登校を控ええいただくことは可能です。（「臨時休業終了後の

教育活動に関する調査について」をご参照ください。） 

（２）基本的な感染症予防策を確実に実施します。 
・正しい手洗い ・咳エチケット（マスクの着用） ・ソーシャルディスタンス 
・検温と健康観察（生活リズムチェック表の活用） ・黙食（給食中話さない） 
・換気 ・家族に体調不良の方がいらっしゃる場合には登校を控えていただく等の感
染防止強化 

 
 

  （裏面へ） 
 



 
 

（３）飛沫感染の可能性が高い学習活動を中止あるいは制限します。 

・歌唱や、管楽器（リコーダー等）・鍵盤ハーモニカ等を用いる活動 ・調理実習 

・身体接触を伴う可能性のある活動（マット運動、球技におけるゲーム等） 

・児童が対面や顔を寄せ合うような活動 ・清掃活動 

（４）児童の心身の状況の把握と心のケア等を徹底します。 
（５）感染者、濃厚接触者等に対する偏見や差別の防止に努めます。 
（６）今後の新型コロナウィルス感染拡大状況、及び社会情勢を鑑み、必要に応じて随時教

育活動の見直しを行う場合があります。 
 


